特許年金減免方法

第1条 本方法は特許法（以下略称本法）第83条･第108条準用第83条及び第129条第1項準用第83条の規定がこれを定める。

第2条 特許権者が自然人・学校或いは中小企業者であり、特許専門期間に対して特許年金の減免を申請する場合、書面によってこれを行うべきである。

第3条 前条で学校と呼んでいるものは、公立或いは登録している私立学校或いは教育部によって承認されている国外の学校を指す。前条で中小企業と呼んでいるものは、中小企業認定基準の取り決めに符合する事業を指す。それが外国企業であるばあい、中小企業認定基準の第2条第1項第1号或いは第2号規定の基準に符合する必要がある。

第4条 本方法に基づき減免した特許年金の一件一年の金額は以下の通りである。：

1､ 第1年～第3年：毎年新台湾ドル800元減免する。

2､ 第4年～第6年：毎年新台湾ドル1200元減免する。

第5条 特許権者が特許年金の減免を申請する際、1度に3年或いは6年申請するか、或いは第1年～第6年まで毎年それを行うことができる。　

本方法規定に符合し、特許年金の減免を申請できたものは、本法第82条規定に基き特許年金を倍額で追納する際に、納付すべき金額は減免後の年金金額の倍額で納付するべきである。　　

第6条 特許権者が予め特許年金を納付した後、本方法規定に規定し特許年金の減免を申請できるとなったものは、次の年から、つまりまだ期限が来ていない年金について減免を申請できる。　　　

特許専門機関が特許年金の減免を許可し、特許権者がすでに特許年金を払ったが、

特許年金の減免本方法規定に符合しないとなったものは、その翌年に差額を追納するべきである。

　　　　

第7条 本方法施行前に既に特許年金を払っていて、本方法施行後、本方法の規定に符合するものは、まだ期限の来ていない特許年金に於いて減免を申請することができる。

第8条 本方法は本法施行の日より施行される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

